
小樽市介護人材キャリアアップ支援事業助成金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、事業所等で一定期間以上就業し、研修の受講を通じて技能の向上を図

った者に対して、研修の受講に要した費用の一部を助成することにより、市内における介

護人材の確保、技能の向上及び事業所等への定着の促進を図ることを目的とする。 

 

（事業所等） 

第２条 この要綱において「事業所等」とは、次に掲げる事業所又は施設のうち、市内に所

在するものをいう。 

（１） 介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第８条第１項に規定す

る居宅サービス（訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用

具貸与及び特定福祉用具販売を除く。）を行う事業所 

（２） 法第８条第１４項に規定する地域密着型サービスを行う事業所 

（３） 法第８条第２４項に規定する居宅介護支援を行う事業所 

（４） 法第８条第２５項に規定する介護保険施設 

（５） 法第８条の２第１項に規定する介護予防サービス（介護予防訪問看護、介護予防訪

問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与及び特

定福祉用具販売を除く。）を行う事業所 

（６） 法第８条の２第１２項に規定する地域密着型介護予防サービスを行う事業所 

（７） 法第８条の２第１６項に介護予防支援を行う事業所 

 

（対象者） 

第３条 小樽市介護人材キャリアアップ支援事業（以下「事業」という。）の対象者（以下

「対象者」という。）は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 

（１） 小樽市介護人材キャリアアップ支援事業助成金（以下「助成金」という。）の申請日

において、同一の市内事業所等に３か月以上継続して就業し、かつ、当該事業所等

に就業中であること。 

（２） 助成金の申請日の属する年度又はその前年度において、次条に規定する対象研修を

受講し、これを修めた者であること。 

（３） 国、道その他公的機関又は介護サービス事業者から、助成金の申請に係る受講料に

ついて助成を受けていないこと。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

（４） 助成金の申請日において、小樽市に住所を有し、かつ、市税の滞納がない者である

こと。 

 



（対象研修） 

第４条 助成金の交付の対象となる研修（以下「対象研修」という。）は、別表１に定める

研修とする。 

 

（対象経費） 

第５条 助成金の対象経費（以下単に「対象経費」という。）は、対象者が受講し、修了し

た対象研修の実施機関に対象者が直接支払った受講料（テキスト代を含む。）とする。 

 

（助成金の額） 

第６条 助成金の額は、対象経費の２分の１に相当する額と別表２に定める上限額とを比

較して少ない方の額とし、予算の範囲内で交付する。 

 

（助成金の申請） 

第７条 助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、小樽市介護人材

キャリアアップ支援事業助成金申請書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添えて、市長

に提出しなければならない。 

（１） 申請者が対象研修の実機機関に受講料を支払ったことが確認できる書類（領収書等）

の写し 

（２） 対象研修の修了証明書の写し（修了証明書の発行がない対象研修については、対象

研修の内容、期間その他必要な事項が確認できる書類） 

（３） その他市長が必要と認める書類 

 

（審査） 

第８条 市長は、前条の規定による申請があったときは、この要綱の規定に基づき、当該申

請に係る書類等の審査を行うものとする。 

 

（交付決定および交付金額の確定） 

第９条 市長は、前条の審査により助成金の交付及び交付金額を決定したときは、小樽市介

護人材キャリアアップ支援事業助成金交付決定兼交付額確定通知書（様式第２号）により、

申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、前条の審査により申請者に助成金を交付しないことを決定したときは、小樽市

介護人材キャリアアップ支援事業助成金不交付決定通知書（様式第３号）により、申請者

に通知するものとする。 

３ 市長は、第１項の規定による交付決定に当たり、必要な条件を付すことができる。 

 



（助成金の交付） 

第１０条 市長は、前条第１項の規定による交付決定をしたときは、当該交付決定をした日

から起算して３０日以内に、申請者に助成金を交付するものとする。 

 

（助成金の返還等） 

第１１条 市長は、助成金の交付を受けた申請者について、次の各号のいずれかに該当する

と認めたときは、小樽市介護人材キャリアアップ支援事業助成金交付取消し及び返還命

令書（様式第４号）により、当該交付決定を取り消し、交付した助成金の全部又は一部の

返還を命じることができる。 

（１） 申請者が偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けたとき。 

（２） 申請日から助成金の交付を受ける日までの間に、就業中の事業所等の職員の身分を

失ったとき。 

（３） その他助成金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。 

２ 申請者は、前項の規定により助成金の返還を命じられ、これを納期日までに納付しなか

ったときは、当該納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額（その一部

を納付した場合におけるその後の期間については、その納付金額を控除した額）につき年

１０．９５％の割合で計算した違約延滞金を市に納付しなければならない。 

 

（申請者に関する情報提供等） 

第１２条 市長は、事業の実施に当たり必要と認めるときは、事業所等に申請者の就業状況

その他必要な情報提供を求めることができるものとし、これに必要な申請者及び申請内

容に関する情報を事業所等に提供することができるものとする。 

２ 市長は、事業の実施に当たり必要と認めるときは、対象研修の実施機関に申請者の対象

研修の受講状況その他必要な情報提供を求めることができるものとし、これに必要な申

請者及び申請内容に関する情報を対象研修の実施機関に提供できるものとする。 

 

（委任） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定め

る。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和７年４月２５日から実施する。 

 

 

 



別表１（第４条関係） 

対象研修 

介護職員初任者研修 

介護福祉士実務者研修 

介護支援専門員実務研修 

 

別表２（第６条関係） 

対象研修 助成の上限額 

介護職員初任者研修 ５０，０００円 

介護福祉士実務者研修 ９０，０００円 

介護支援専門員実務研修 ４０，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式第１号） 

年  月  日 

 

（宛先）小樽市長 

 

小樽市介護人材キャリアアップ支援事業助成金申請書 

 

 小樽市介護人材キャリアアップ支援事業助成金の交付を受けたいので、小樽市介護人材キャリアアッ

プ支援事業助成金交付要綱第７条に基づき、下記のとおり申請し、交付決定された場合は、下記の口座

に振り込まれるように申し込みます。 

 

記 

 

 

申請（請求）者氏名 

  

フリガナ  

生年月日 

 

   年 月 日  

印 

 

住    所 

 

〒   -   

 

電話（   ）   - 

 

受講研修名 

 

 

 

 

研修実施機関名 

 

 

 

受講期間 

 

 

       年  月  日から    年  月  日まで 

 

受講料の金額 円 

申請（請求）金額 円 

※金額は、訂正印等で訂正できません。 

＜振込先＞ 

 

口座名義 

 

フリガナ 

 

金融機関             銀行（金庫・組合）      支店 

口座番号 普通・当座        

※振込先通帳の写し（振込先（カナ）の記載事項を確認できるページ）を添付してください。 

 裏面も記載してください。 



＜その他必要情報＞ 

 

勤

務

先 

法人名 
 

事業所名 
 

 

申立事項 
・私は助成を受けるにあたり、国、北海道、その他

公的機関又は介護サービス事業所から他の助成を受

けていません。 

・小樽市が住所地の納税状況について、関係機関に

調査することについて同意します。 

・小樽市介護人材キャリアアップ支援事業助成金交

付要綱第 11 条の規定により、助成金の返還を命じ

られた場合は、速やかに返還します。 

・申請書及び提出書類の内容は全て事実と相違あり

ません。 

 

申請者氏名 

 

印 

 

 

以下の欄は、事業主（法人等）が記載してください。 

 

＜就業状況確認＞ 

申請者の 

勤務開始年月日 
年  月  日から雇用継続中 

 

上記のとおり申請者が就業中であることを証します。 

 

令和  年  月  日 

 

住 所 

事業主                 印 

 

＜助成金の申請に当たっての注意事項＞ 

１ 助成金の支給対象は、対象研修の受講料（テキスト代含む。）です。 

２ 小樽市介護人材キャリアアップ支援事業助成金（以下「助成金」という。）の支給額は、申請書類に基づ

き、受講研修名に応じて決定されます（詳細は交付要綱を御確認ください。）。 

３ 申請内容について、市が事業主や研修機関の関係機関に確認を行うことがあります。 

４ 助成金の支給を受けるためには、この申請書に、研修機関が発行する受講の修了証及び領収書等の写しを

添えて、市に申請手続を行うことが必要です。 

５ 内容の審査に当たり、提出書類以外にも書類の提出をお願いする場合があります。 

６ 申請内容に虚偽が発覚した場合は、助成金を支給しない場合があります。また、助成金の支給後に虚偽等

が発覚した場合は、助成金の返還を命ずることがあります。



様式第２号 

小樽市指令第 号 

年 月 日 

 

       様 

 

小樽市長 

 

小樽市介護人材キャリアアップ支援事業助成金交付決定兼交付額確定通知書  

 

 年 月 日付けで申請のあった小樽市介護人材キャリアアップ支援事業助成金の交付に

ついて、次のとおり決定し、併せて交付額を確定したので、小樽市介護人材キャリアアッ

プ支援事業助成金交付要綱第９条第１項の規定により通知します。 

 

 

記 

 

 

交付決定額兼交付確定額 

 

金       円 

 

 

留意事項 

 助成金交付決定の内容又は交付の条件に違反したときは決定の全部又は一部を取り消

し、当該取り消しに係る部分について既に助成金が交付されているときは返還を命ずるも

のとする。 

 

 

 

 

 

担当部課   小樽市福祉保険部福祉総合相談室地域包括ケアグループ

 



様式第３号 

小樽市指令第 号 

年 月 日 

 

       様 

 

小樽市長 

 

小樽市介護人材キャリアアップ支援事業助成金不交付決定通知書 

 

 年 月 日付けで申請があった小樽市介護人材キャリアアップ支援事業助成金につい

て、下記の理由により不交付と決定したので通知します。 

 

記 

 

 

理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第４号 

小樽市指令第 号 

年 月 日 

 

       様 

 

小樽市長 

 

小樽市介護人材キャリアアップ支援事業助成金交付決定取消し及び返還命令書 

 

 年 月 日付け  第   号により通知した小樽市介護人材キャリアアップ支援事業

助成金交付決定の全部（一部）を取り消し、次のとおり返還を命ずる。 

 

交付決定額           円 

返還金額           円 

返還期限 令和 年 月 日 

 

 

返還を命ずる理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


